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平成２９年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算 （第５号） 

 

  平成２９年度甲佐町の国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１，０９６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

  ２，０３１，６４９千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出 

  予算補正」による。 

  

 

 

 

 

               平成３０年３月３１日 

 

                                                                甲佐町長  奥 名 克 美 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  4 県支出金 97,442 △9,430 88,012

  2 県補助金 84,886 △9,430 75,456

  5 療養給付費等交付金 59,037 △1,666 57,371

  1 療養給付費等交付金 59,037 △1,666 57,371

歳               入               合               計 2,042,745 △11,096 2,031,649

－ 2 －



歳　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  2 保険給付費 1,197,043 0 1,197,043

  1 療養諸費 1,055,069 0 1,055,069

  2 高額療養費 134,008 0 134,008

  3 後期高齢者支援費等 167,619 0 167,619

  1 後期高齢者支援費等 167,619 0 167,619

  6 介護納付金 65,805 0 65,805

  1 介護納付金 65,805 0 65,805

 12 予備費 98,756 △11,096 87,660

  1 予備費 98,756 △11,096 87,660

歳               出               合               計 2,042,745 △11,096 2,031,649

－ 3 －



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） （単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計

  1 国民健康保険税 264,390 0 264,390

  2 使用料及び手数料 129 0 129

  3 国庫支出金 436,649 0 436,649

  4 県支出金 97,442 △9,430 88,012

  5 療養給付費等交付金 59,037 △1,666 57,371

  6 共同事業交付金 415,730 0 415,730

  7 前期高齢者交付金 458,384 0 458,384

  8 財産収入 39 0 39

  9 寄附金 1 0 1

 10 繰入金 148,249 0 148,249

 11 繰越金 161,886 0 161,886

 12 諸収入 809 0 809

      歳          入          合          計 2,042,745 △11,096 2,031,649

－ 4 －



（歳　出） （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1 総務費 41,398 0 41,398 0 0 0 0

  2 保険給付費 1,197,043 0 1,197,043 △7,794 0 △333 8,127

  3 後期高齢者支援費等 167,619 0 167,619 △1,133 0 △1,333 2,466

  4 前期高齢者納付金等 629 0 629 0 0 0 0

  5 老人保健拠出金 7 0 7 0 0 0 0

  6 介護納付金 65,805 0 65,805 △503 0 0 503

  7 共同事業拠出金 437,122 0 437,122 0 0 0 0

  8 保健事業費 12,590 0 12,590 0 0 0 0

  9 基金積立金 39 0 39 0 0 0 0

 10 公債費 1 0 1 0 0 0 0

 11 諸支出金 21,736 0 21,736 0 0 0 0

 12 予備費 98,756 △11,096 87,660 0 0 0 △11,096

 歳     出     合     計 2,042,745 △11,096 2,031,649 △9,430 0 △1,666 0

－ 5 －

一 般 財 源



２．歳　入

第　4　款　県支出金 第　2　項　県補助金 （単位　千円）

節

区　　分 金　　額

1 財政調整交付金 84,886 △9,430 75,456 1 普通調整交付金 △9,430

　　 　　計 84,886 △9,430 75,456

第　5　款　療養給付費等交付金 第　1　項　療養給付費等交付金

金　額

1 療養給付費等交付金 59,037 △1,666 57,371 1 現年度分 △1,666

　　 　　計 59,037 △1,666 57,371

－ 6 －

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計
節



３．歳　出

第　2　款　保険給付費 第　1　項　療養諸費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 一般被保険者 1,023,361 0 1,023,361 △6,919 0 0 6,919 財源内訳変更

療養給付費

2 退職被保険者 19,822 0 19,822 0 0 △333 333 財源内訳変更 

等療養給付費

　　計 1,055,069 0 1,055,069 △6,919 0 △333 7,252

第　2　款　保険給付費 第　2　項　高額療養費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 一般被保険者 129,423 0 129,423 △875 0 0 875 財源内訳変更

高額療養費

　　計 134,008 0 134,008 △875 0 0 875

第　3　款　後期高齢者支援費等 第　1　項　後期高齢者支援費等

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 後期高齢者支 167,604 0 167,604 △1,133 0 △1,333 2,466 財源内訳変更

援金

　　計 167,619 0 167,619 △1,133 0 △1,333 2,466

－ 7 －

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

節

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源



第　6　款　介護納付金 第　1　項　介護納付金 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 介護納付金 65,805 0 65,805 △503 0 0 503 財源内訳変更

　　計 65,805 0 65,805 △503 0 0 503

第　12　款　予備費 第　1　項　予備費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 予備費 98,756 △11,096 87,660 0 0 0 △11,096

　　計 98,756 △11,096 87,660 0 0 0 △11,096

－ 8 －

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

節

一般財源


